
がん対策推進基本計画（事務局案）の概要

がんの死亡者の減少

放射線療法・化学療法の
推進、医療従事者の育成

治療の初期段階からの
緩和ケアの推進

がん登録の推進

がん医療に関する
相談支援・情報提供

医療機関の整備

がん検診

がん研究の推進

◆ がん患者は高齢化の進展に伴い今後とも増加すると推測され、がん種も変化しつつある。
◆ こうした中、我が国のがん対策については、放射線治療や化学療法の提供体制といった様々な面での課題を抱えている。
◆ がん対策推進基本計画（案）は、がん対策基本法第９条第１項基づき、がん対策推進協議会等の意見を踏まえつつ、がん
対策を総合的かつ計画的に推進するため、平成１９年度から平成２３年度までの５か年を対象として、政府が策定するもの
である。

背景

がん予防

全 体 目 標

重点的に取り組むべき課題

全てのがん患者・家族の
QOLの向上
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